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明海大学歯学部付属明海大学病院臨床研修プログラム M 

１．プログラムの名称 

 明海大学歯学部付属明海大学病院臨床研修プログラム M 

 

２．研修プログラムの特色 

プログラム M では、当院（管理型臨床研修施設）と協力型（Ⅰ）臨床研修施設で研

修を行う複合型臨床研修であり、当院では専門性を持った臨床経験豊かな指導教員が、

協力型 (Ⅰ)臨床研修施設では地域医療で活躍している指導歯科医が、それぞれ基本的臨

床技能について研修歯科医の指導を行うとともに、全員に必修とされる訪問歯科診療や

多職種連携についても指導を行う。また、厚生労働省関東信越厚生局指導監査課・指導

医療官による療養担当規則に則った保険診療に対する講義を、初期研修時と修了時に行

っている。 

プログラム M は、研修期間を 4 か月ずつ 3 期に分けて管理型臨床研修施設において

研修を行う時期をもって 4-7 月期を M1、8-11 月期を M2、12-3 月期を M3 と称し、協

力型(Ⅰ)臨床研修施設 2 か所に出向するプログラムとなっている。各専門診療科におけ

る専門性の高い診療と協力型（Ⅰ）臨床研修施設の一口腔単位の包括的診療を研修する

プログラムとなっており、専門性を併せ持った一般歯科診療に主眼を置いた研修である。 

 

３．臨床研修の目標 

明海大学の建学の精神である「社会性・創造性・合理性を身に付け広く国際未来社会

で活躍し得る有為な人材の育成」を念頭に、患者から信頼される人間性豊かな医療人と

なるために、歯科医師として求められる基本的な知識・技能・態度を身に付け、生涯研

修の第一歩とすることを目標とする。このため、「歯科医師としての基本的価値観（プロ

フェッショナリズム）」「資質・能力」を自らが確実に具備できることを基本とし、研修

中に「基本的診療業務」だけでなく「専門的診療業務」も多く学ぶことで、より専門性

の高い歯科医師としての方向性を確保する。 
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４．参加施設及び指導体制 

（１）管理型臨床研修施設 

 ①施設名 明海大学歯学部付属 明海大学病院 

 ②管理者 明海大学病院 病院長 

 ③プログラム責任者 

担当プログラム責任者 

 プログラム責任者 

  村上 幸生 

 

 副プログラム責任者 

  歯科放射線科：大高 祐聖 

  口腔外科：園川 拓哉、瀧澤 将太 

  歯科補綴科：曽根 峰世(有床)、今村 嘉希(クラウンブリッジ) 

  歯周病科：内沼 真吹 

  歯科矯正科：真野 樹子 

  歯科麻酔科：髙木 沙央理 

  小児歯科：荻原 孝 

  保存修復・歯内療法科：和田 恵 

  口腔保健科：田邊 元 

  高齢者歯科：小林 真彦 

 

（２）協力型（Ⅰ）臨床研修施設 ※指導歯科医は別紙記載 

 

施設名称 研修実施責任者 住    所 

医療法人社団徳友会 

市村歯科クリニック 

市村 昌久 
 

北海道小樽市花園 1-10-13 
 

柏崎歯科医院 
 

柏崎 秀一 
 

青森県八戸市下長 4-5-19 
 

医療法人社団隆歯会 

小滝歯科医院 

渡辺 隆史 
 

福島県いわき市小名浜大原小滝町 

6-2 

医療法人社団慈愛恵真会 

あらかい歯科医院 

松本 勝利 
 

福島県南会津郡南会津町関本字下休 

場 729-1 

医療法人彩和会 

あらい歯科 

新井 崇友 
 

群馬県高崎市吉井町長根 1457-7 
 

星野歯科クリニック 

 

星野  信明 

 

群馬県高崎市緑町 4-12-8 
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施設名称 研修実施責任者 住    所 

熊倉歯科医院 
 

熊倉 学 
 

栃木県宇都宮市陽東 2-16-18 
 

覚本歯科医院 
 

覚本 嘉美 
 

栃木県小山市駅南町 3-26-18 
 

医療法人 ODC インプラント 

及川歯科医院 

及川 均 
 

栃木県芳賀郡益子町益子 2056 

塩野歯科医院 

 

塩野 正幸 

 

栃木県さくら市桜野 415-1 

医療法人亮美会 

緒方歯科医院 

緒方 順治 
 

茨城県古河市松並 1-22-10 

医療法人博心会 

パレットデンタルクリニック 

鈴木 伸江 
 

茨城県守谷市小山 316-4 

うちの歯科クリニック 
 

江口 知子 
 

埼玉県久喜市栗橋中央 1-2-10 

医療法人 

若山歯科医院 

若山 努 
 

埼玉県加須市騎西 837-5 

医療法人フラワーデンタルオフィ

ス・フラワー歯科 

新井 聡 
 

埼玉県加須市花崎 1-29-23 
 

渡辺歯科医院 

 

渡辺 和志 

 

埼玉県加須市牛重４４８－１ 

医療法人社団明生会 

西村歯科医院 

西村 亨 
 

埼玉県児玉郡神川町熊野堂 73-4 

医療法人栄宏会 

28CliniC 野上歯科医院 

多田 将人 
 

埼玉県熊谷市銀座 1-188 

医療法人大明会 

中村歯科医院 

中村 直史 
 

埼玉県熊谷市宮前町 1-85 

半田歯科医院 
 

半田 太 
 

埼玉県行田市忍 1-6-15 

医療法人社団 

今井歯科クリニック 

今井 美行 
 

埼玉県秩父市上宮地町 10-3 

医療法人仁樹会 

秩父臨床ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 

栗原 仁 
 

埼玉県秩父市別所 53-8 

医療法人社団慈康会 

橋口歯科医院・桶川診療所 

橋口 康道 
 

埼玉県桶川市東 2-1-16 
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施設名称 研修実施責任者 住    所 

医療法人社団朋歯会 

栗原歯科医院 

栗原 慎幸 
 

埼玉県さいたま市大宮区桜木町

2-6-12 一佳ビル 2 階 

医療法人皓歯会 

松丸・歯科・矯正歯科・医院 

松丸 和郎 
 

埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻

5-3-11 

鴨田歯科クリニック 
 

鴨田 博司 
 

埼玉県さいたま市中央区下落合

2-17-15 

医療法人社団皓明会 

伊藤歯科医院 

伊藤 光一 
 

埼 玉 県 さ いた ま 市中央 区 鈴 谷

4-11-12 

医療法人 

入江歯科医院 

佐々木 秀人 
 

埼玉県さいたま市浦和区上木崎

1-10-15 入江ビル 2F 

森山歯科クリニック 
 

森山 進 
 

埼玉県さいたま市浦和区北浦和

3-4-14 名古谷ビル 3･4F 

医療法人関輝会 

関歯科医院 

関 千俊 
 

埼玉県さいたま市浦和区常盤 5-8-41 

読売浦和ビル 1 階 

医療法人社団歯友会 

赤羽歯科 

谷尻 文朗 
 

埼玉県さいたま市見沼区東大宮

5-36-2 

ながさき歯科 
 

長﨑 寛 
 

埼玉県比企郡嵐山町菅谷 249-62 

医療法人社団ｽﾏｲﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 

みやざわ歯科クリニック 

宮澤 浩史 

 

埼玉県入間郡毛呂山町中央 2-30-1 

デンタルリサーチ  

ホワイト歯科 

沼倉 則正 
 

埼玉県坂戸市千代田 1-1-35 

医療法人オーク 

オーク坂戸歯科 

柏木 康志 
 

埼玉県坂戸市日の出町 2-15  

まるみビル 2F 

医療法人社団恵安 

ファースト歯科医院長崎 

星原 英吉 
 

埼玉県川越市野田町 2-4-24 

医療法人至心会 

金子歯科医院 

金子 貞男 
 

埼玉県川越市三久保町 24-3 

医療法人社団茂徳会 

らいおん歯科 

岸野 伸彦 
 

埼玉県川越市新宿町 1-18-12 
 

医療法人ﾌﾞﾗｲﾄｽﾏｲﾙ 

いぐち歯科クリニック 

井口 晋利 
 

埼玉県所沢市緑町 4-1-29 

いわき歯科医院 
 

岩城 正明 
 

埼玉県所沢市東所沢 1-3-10 
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施設名称 研修実施責任者 住    所 

医療法人真美会 

辻歯科医院 

張 鎮也 
 

埼玉県所沢市小手指町 4-20-6 

医療法人社団山吹会 

井上歯科クリニック 

井上 一彦 
 

埼玉県飯能市栄町 20-1 

ブリランテ飯能 1Ｆ 

松見歯科医院 
 

松見 秀之 
 

埼玉県日高市横手 1-15-2 

医療法人社団喜敦会 

あさひ歯科クリニック 

島野 偉礎轄 
 

埼玉県日高市森戸新田字藤久保 88-5 

ﾍﾞｲｼｱひだかﾓｰﾙ店内 

医療法人社団泰青会 

青山歯科医院 

青山 滋 
 

埼玉県ふじみ野市福岡中央 1-2-8 

医療法人社団仁孝会 

すがわら歯科 

菅原 孝浩 
 

埼玉県ふじみ野市ふじみ野 1-2-1 

イオン大井 3Ｆ 

井上歯科医院 
 

井上 達 
 

埼玉県新座市野火止 1-14-17 
 

医療法人社団泰青会 

青葉歯科医院 

青山 智美 
 

埼玉県朝霞市浜崎 1-2-10 アゴラ 21 

ビル 3 階 

医療法人寿齢会 

岩下歯科医院 

岩下 一三 
 

埼玉県川口市榛松 290-2 
 

医療法人裕正会 

ララガーデン川口歯科クリニック 

森田 耕司 
 

埼玉県川口市宮町 18-9 

ララガーデン川口 2F 

一般社団法人メディプラン 

チャーミー歯科春日部 

野本 恵子 
 

埼玉県春日部市上蛭田 132-4 

昭和ビル第 2 

なかむら歯科医院 
 

中村 秀己 
 

埼玉県三郷市采女 1-235-1 
 

BRISTO DENTAL CLINIC 

MISATO 

小松 雅之 
 

埼玉県三郷市下彦川戸駒形向 799 
 

かつらやま歯科医院 
 

葛山 賢司 
 

千葉県千葉市緑区あすみが丘 2-16-7 

医療法人愛育会 

やばしら歯科駅ビル診療所 

野村 充 
 

千葉県松戸市日暮 1-1-2  

新京成八柱駅ビル 2F 

明海大学 PDI 

浦安歯科診療所 

元村 洋一 
 

千葉県浦安市明海 1-1-20 

医療法人社団健恒会 

薬円台歯科 

北和田 健吾 
 

千葉県船橋市薬円台 6-6-8 
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施設名称 研修実施責任者 住    所 

小貫歯科医院 
 

小貫 裕之 
 

千葉県船橋市本町 7-6-1  

船橋ツインビル東館 6F 

医療法人社団桜尚会さくら歯科口

腔外科クリニック 

川本 幸寛 

 

千葉県市川市行徳駅前 2-16-1 

アルファボックスビル 4F 

医療法人健秀會 

みわ歯科クリニック 

石井 日出明 
 

東京都足立区入谷 2-2-17 

医療法人社団天白会 

キャナルコート歯科クリニック 

山田 健太郎 
 

東京都江東区東雲 1-9-10 

イオン東雲ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2 階 

医療法人社団弘宣会 

芝大門歯科クリニック 

山本 穣一 
 

東京都港区芝大門 2-1-17 

朝川ビル 1Ｆ 

医療法人社団美博会 

世田谷今井歯科医院 

今井 博史 
 

東京都世田谷区北烏山 3-5-9 

日栄ビル 1 階 

医療法人社団親民会 

波多野歯科クリニック 

波多野 一 
 

東京都世田谷区若林 4-31-9 

ポライト第 2 ビル 1Ｆ 

医療法人社団大輝会 

代々木クリスタル歯科医院 

吉田 憲明 
 

東京都渋谷区代々木 1-35-4 

代々木クリスタルビル 2Ｆ 

医療法人社団健美会 

山田歯科医院 

山田 晃久 
 

東京都渋谷区幡ヶ谷 2-20-10 

Curare YMD8・9・10F 

明海大学 PDI 

東京歯科診療所 

松田 哲 
 

東京都渋谷区代々木 1-38-2  

ミヤタビル 1F・2F 

医療法人社団弘宣会 

鈴木歯科医院 

鈴木 高弘 
 

東京都新宿区住吉町 4-1 

四谷ガーデニア１Ｆ 

医療法人社団 ITS 

東京オペラシティ歯科 

石井 宏明 
 

東京都新宿区西新宿 3-20-2 

東京オペラシティタワー7F 

東京ステーション歯科クリニック 
 

小川 洋一 
 

東京都中央区京橋 1-1-6 

越前屋ビル地下２階 

医療法人因幡会 

汐留シティセンター歯科 

林 昭利 
 

東京都港区東新橋 1-5-2 

汐留シティセンター3F 

医療法人ティースプランニング 

自由ヶ丘デンタルスタジオ 

吉田 雅幸 
 

東京都目黒区自由が丘 2-12-21 

ミソノビル 2F 

医療法人社団 

さくま歯科医院 

佐久間 栄 
 

東京都練馬区田柄 5-20-19 

旭ヶ丘歯科医院 
 

松木 光洋 
 

東京都清瀬市旭が丘 2-5-2-101 
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施設名称 研修実施責任者 住    所 

医療法人社団竹の郷 

竹の子歯科医院 

竹下 裕能 
 

東京都武蔵野市西久保 3-11-5 

医療法人社団弘歯会 

藤井歯科医院 

藤井 万弘 
 

東京都小金井市前原町 1-8-13 

医療法人社団健歯会 

東小金井歯科 

岩田 健男 
 

東京都小金井市東町 4-42-20 

医療法人社団東慶会 

多賀歯科医院 

多賀 哲也 
 

東京都八王子市高倉町 66-23 

西都ヤクルトビル 1 階 

大賀郷歯科クリニック 
 

菊地 一江 
 

東京都八丈島八丈町大賀郷 1354 

医療法人社団湘南誠心会 

茅ヶ崎パーク歯科クリニック 

高橋 順一郎 
 

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎 3-5-16 

イオン茅ケ崎中央ＳＣ3F 

医療法人社団湘南誠心会 

パーク歯科クリニック 

大塚 喜彦 
 

神奈川県藤沢市鵠沼石上 1-2-10 

ＷＥＬ－ＢＩＺ藤沢 2Ｆ 

医療法人社団祥豊会 

杉山歯科医院 

杉山 義祥 
 

神奈川県横須賀市馬堀町 2-2-31 
 

あすなろ小児歯科医院 
 

佐野 正之 
 

富山県富山市栄町 3-1-15 
 

医療法人相志和診会 

岩間歯科 王寺診療所 

岩間 總一郎 
 

奈良県北葛城郡王寺町王子 2-7-23 

亀井興産ビル 3F 

医療法人健志会 

ミナミ歯科クリニック 

南 清和 
 

大阪府大阪市淀川区西中島 5-12-15 

新大阪浪速ビル 2F 

医療法人誠仁会 

りょうき歯科クリニック 

領木 誠一 
 

大阪府東大阪市森河内西 1-16-3 

医療法人社団ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ会 

ﾃﾞﾝﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ谷本歯科医院 

大西 朋子 
 

香川県高松市香西本町 311 

医療法人社団ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ会 

ﾃﾞﾝﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝｽﾏｲﾙ歯科医院 

白井 佳菜 
 

香川県高松市郷東町 134-1  

西高松ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙｲｰｱ 4 階 

医療法人 

木下歯科医院 

木下 直人 
 

徳島県小松島市中田町字土持 21-28 

サンプラザ糸満歯科クリニック 
 

仲村 多茂 
 

沖縄県糸満市兼城 400 番地 
 

医療法人徳山会 

山川歯科医院 

山川 文枝 
 

沖縄県宜野湾市嘉数 4-26-10 
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施設名称 研修実施責任者 住    所 

医療法人健憂会 

しらゆり歯科 

比嘉 信吉 
 

沖縄県宜野湾市志真志 1-1-2 

おおば歯科クリニック 

 

大場 優 

 

埼玉県坂戸市上吉田 210-1 

岩間歯科 

 

岩間 渉 

 

東京都世田谷区上野毛 4-14-14 

 

 

（３）研修協力施設 ※研修実施責任者及び研修歯科医を指導する者は別紙記載。 

施設名 所在地 電話番号 

坂戸市立市民健康センター 坂戸市石井 2327-3 049-284-1621 

毛呂山町保健センター 入間郡毛呂山町川角 305 049-294-5511 

鳩山町保健センター 比企郡鳩山町大豆戸 183-1 049-296-2530 

 

（４）指導体制 

    指導歯科医の直接指導を中心とする体制をとる。プログラム M では、管理型臨床

研修施設において 4 か月、一口腔単位の包括的診療と専門的診療を研修し、協力型

（Ⅰ）臨床研修施設 2 か所で総合歯科研修として 4 か月ずつ、指導歯科医によりマ

ンツーマンにて指導する。 

指導歯科医は研修歯科医に対し、毎日の研修内容を観察記録として研修ノートに

記載させる。4 か月に 1 度、研修の進捗状況を判断し、遅れが出ている場合には必

要症例を配当するなどして不足項目を充足させる。研修修了までに歯科医師臨床研

修の到達目標（A、B、C）を達成できるように指導する。 

 

 

５．研修期間及び研修内容 

  

 

（１）研修期間 

1 年とする（2026 年 4 月 1 日～2027 年 3 月 31 日） 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

プログラムS

プログラムM1

プログラムM2

プログラムM3

プログラムP

４月

初

期

研

修 明海大学歯学部付属明海大学病院

PDI埼玉、PDI東京、PDI浦安歯科診療所

明海大学歯学部付属明海大学病院

明海大学歯学部付属明海大学病院

協力型施設研修

協力型施設研修

明海大学歯学部付属明海大学病院

協力型施設研修

協力型施設研修明海大学歯学部付属明海大学病院
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 （２）初期研修  

①研修期間 5 日 

     ②研修内容（オリエンテーションとして下記分野の講義を受講する） 

      患者接遇、機器使用法、医療安全、保険療養、医療面接、接着材料、印象材、

充填材料、エックス線撮影、バイタルサイン、歯科麻酔法、予防処置 

 

（３）管理型臨床研修施設 

    ①研修期間 プログラム M1 2026 年 4 月 1 日～2026 年 7 月 31 日 

プログラム M2 2026 年 8 月 1 日～2026 年 11 月 30 日 

プログラム M3 2026 年 12 月 1 日～2027 年 3 月 31 日 

     ②研修内容  

      歯科総合診療科において一口腔単位の包括的診療と専門的診療を研修する 

  

 （４）協力型（Ⅰ）臨床研修施設 

①研修期間 プログラム M1  2026 年 8 月 1 日～2026 年 11 月 30 日 

                  2026 年 12 月 1 日～2027 年 3 月 31 日 

プログラム M2  2026 年 4 月 7 日～2026 年 7 月 31 日 

2026 年 12 月 1 日～2027 年 3 月 31 日 

プログラム M3  2026 年 4 月 7 日～2026 年 7 月 31 日 

2026 年 8 月 1 日～2026 年 11 月 30 日 

（プログラム M では研修歯科医が契約した 2 施設をそれぞれ 4 か月ずつ研修する） 

    ②研修内容 

      各施設において一口腔単位の包括的診療と地域医療を研修する 

 （５）研修協力施設 

    ①研修期間 2 日 

    ②研修内容 

      各施設において地域医療制度、乳幼児健診の見学・補助、多職種連携をそれ

ぞれ研修する。 

 

６．評価に関する事項 

臨床研修修了認定基準は以下の 2 項目で判定する。 

 

（１）研修実施期間の評価方法 

（1）勤務評価 

勤務状況：研修歯科医であると同時に、社会人として適正に勤務すること 

提出書類：研修施設から提出を求められた書類を、全て遅滞なく提出すること 
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  （2）到達度評価 

    到達目標の達成度：以下の（２）を達成すること 

 

 （２）到達目標の達成度の評価方法と評価基準 

 以下の項目によって達成度を評価する。 

①研修症例数による評価 

  基本的診療業務（C）の各項目における最低症例数が完了していること。 

②担当指導歯科医の観察記録による評価 

  患者対応を的確に行い良好なコミュニケーションをつくることができること。 

指導歯科医から与えられた治療内容を的確に行うこと。 

③症例報告 

年度末までに自験した 1 症例を症例報告として紙面で発表すること。 

④上記①～③を達成していることで歯科医師臨床研修の到達目標（A、B、C）を達

成していると評価する。 

 

（３）修了判定 

1）臨床研修修了認定基準項目【上記（２）④】を総合一覧として作成し、これを最

終判定資料とする。 

2）プログラム責任者の判断ののち、その結果を研修管理委員会にて審議する｡ 

3）審議の結果、修了認定できなかった場合は、研修期間を延長して研修を行う。 

4）未修了の場合、追加の研修の期間・実施方法については、研修管理委員会で決定

する。 

 

７．募集定員、募集方法及び採用の方法 

（１）募集定員 

1．プログラムＭ 96 名（管理型 4 ヶ月＋協力型 8 ヶ月） 

（２）募集方法及び採用の方法 

1．応募資格 

 ① 2026 年 歯科医師免許取得見込者 

② 歯科医師臨床研修マッチングプログラムに参加する者 

2．選考日時 2025 年 8 月 23 日（土）13：00 から 

3．出願期間 2025 年 7 月 22 日（火）～2025 年 8 月 1 日（金）必着 

4．会  場 歯学部 3 階 大講義室№4（予定） 

5．選考方法 筆記試験および面接 

6．応募書類 

① 願書（所定書式・写真貼付）  １通 
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② 履歴書（所定書式）    １通 

③ 卒業見込み（卒業）証明書  １枚 

④ 成績証明書         １枚 

⑤ 返信用封筒（願書参照）   １枚 

※本学卒業者は③④の提出の必要はありません。 

※本学卒業見込者は③④⑤の提出の必要はありません。  

7．応募書類提出方法 下記宛 郵送（窓口での受付は行いません） 

8．応募書類提出先および問合せ先 

 〒350-0283 

  埼玉県坂戸市けやき台 1 番 1 号 

  明海大学歯学部付属明海大学病院 

  病院事務課 臨床研修係 

℡ 049-279-2729  Fax 049-285-6036 応募書類 

 

８．研修歯科医の処遇 

1．研修場所 

     （１）明海大学歯学部付属 明海大学病院 

 （２）協力型臨床研修施設 93 施設 

 （３）研修協力施設(介護療養型老人保健施設、保健所、保健センター等 20 施設) 

2．研修業務    歯科医療 

3．契約期間   プログラムＭ：2026 年 4 月 1 日～2027 年 3 月 31 日 

4．勤務時間   35 時間/週（常勤：9 時～17 時） 

5．休憩時間   原則として 12：00～13：00 

6．当  直   なし 

7．時間外・休日研修   なし 

8．休  日    日曜日 国民の祝日 国民の休日 創立記念日（5 月 17 日） 

年末年始（12 月 29 日～1 月 5 日の予定） 

その他法人が臨時に定めた日 

 9．有給休暇   10 日 

 その他の休暇  夏期特別休暇 5 日、その他本学規程による。 

10. 給与      月額 154,000 円 

   11. 通勤手当   月額  15,000 円上限 

12. 社会保険等  日本私立学校振興・共済事業団 労働者災害補償保険 

雇用保険に加入 

13. 歯科医師賠償責任保険  病院として加入、個人については任意加入 

14. 宿泊施設      なし 

15. その他施設  ロッカールーム 研修歯科医室 研修センター 図書館  

情報センター 歯学教育用シミュレーター 大学食堂 

福利厚生施設（野球場 サッカー場 テニスコートなど大学施設

と共用） 

16. 健康診断    毎年１回（5 月中旬） 

17. 外部の研修活動に関する事項 

（１）各学会参加            ： 可（費用／自己負担） 
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（２）本学歯学部生涯研修プログラム参加 ： 可（費用／自己負担） 

（３）歯科医師会等研修会参加      ： 可（費用／自己負担） 

（４）その他の研修会についてはプログラム責任者に申し出る。 

  18．臨床研修歯科医師の遵守事項 

臨床研修期間において、下記項目を遵守すること。 

S、M、P プログラムの全ての研修歯科医が対象となる。 

１）社会人としての自覚を持ち、遅刻早退・無断欠勤の無いように注意すること。

研修中は真摯の態度、清潔感のある服装・頭髪で勤務する必要がある。すべては、

学校法人明海大学就業規則、臨床研修歯科医師規則に準じる。研修先の変更は出

来ない。 

２）研修期間中に体調不良などで欠勤する際は、各研修責任者に報告し、必要に応

じて医療機関の診断書を提出する。この場合の欠勤は、有給休暇（10 日）に含

まれる。 

３）プログラムノートの検印・出席確認・タイムカード打刻を他人に依頼したり、

書き加えることは、公文書偽造となり、職員規定に準拠した研修中断・退職等の

対象になるので注意すること。 

４）研修先で針刺し事故などの医療事故などが発生した場合は、直ちに各研修実施

責任者に報告し、明海大学病院事務課・プログラム責任者に詳細を連絡し、指示

を受ける。 

５）夏期・年末年始の休診休暇は、明海大学病院・協力型（Ⅰ）臨床研修施設に準

じる。 

６）有給休暇は年 10 日間であり、各研修実施責任者・副プログラム責任者の許可を

受けること。厚労省の歯科医師臨床研修について規定する省令・施行通知に記載

されている研修休止期間 45 日の条件は、疾病・妊娠出産・クラスター発生によ

る病院休診などの不測の事態により研修継続が困難と判断された時の為のもの

であり、勝手に 10 日の有給休暇を超えた場合には認められない。 

７）連続した有給休暇は、3 日以内とする。 

８）症例レポートは、各自が治療経験した 1 症例をレポートとしてまとめること。 

     M プログラムは、明海大学病院での研修期間中の症例で作成し、各専科の副プ

ログラム責任者の終了印が必要である。 

P プログラムは PDI 期間中の症例を用いる。症例レポートが完成していない者は、

研修未完了とする。 

９）明海大学病院勤務予定日において、以下の予定日は特に欠席しないように留意 

すること。 

     研修入所式およびその後の初期研修 

明海大学病院での健康診断 

保険医登録のための講習会 
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     年 3 回の班別ミーティング   

研修修了式およびその後の事務手続き等の説明  

 

９．研修到達目標 

A．歯科医師としての基本的価値観（プロフェッショナリズム） 

 １. 社会的使命と公衆衛生への寄与  

社会的使命を自覚し、説明責任を果たしつつ、社会の変遷に配慮した公正な医療の提

供及び公衆衛生の向上に努める。  

 

２. 利他的な態度 

患者の苦痛や不安の軽減と福利の向上を最優先するとともに QOL に配慮し、患者の

価値観や自己決定権を尊重する。  

 

３. 人間性の尊重 

患者や家族の多様な価値観、感情、知識に配慮し、尊敬の念と思いやりの心を持って

接する。  

 

４. 自らを高める姿勢 

自らの言動及び医療の内容を省察し、常に資質・能力の向上に努める。  

 

B. 資質・能力  

１．医学・医療における倫理性  

診療、研究、教育に関する倫理的な問題を認識し、適切に行動する。  

①人間の尊厳を守り、生命の不可侵性を尊重する。  

②患者のプライバシーに配慮し、守秘義務を果たす。  

③倫理的ジレンマを認識し、相互尊重に基づき対応する。  

④利益相反を認識し、管理方針に準拠して対応する。  

⑤診療、研究、教育の透明性を確保し、不正行為の防止に努める。  

 

２．歯科医療の質と安全の管理  

患者にとって良質かつ安全な医療を提供し、医療従事者の安全性にも配慮する。  

①医療の質と患者安全の重要性を理解し、それらの評価・改善に努める。   

②日常業務の一環として、報告・連絡・相談を実践する。  

③医療事故等の予防と事後の対応を行う。  

④歯科診療の特性を踏まえた院内感染対策について理解し、実践する。  

⑤医療従事者の健康管理（予防接種や針刺し事故への対応を含む）を理解し、自らの健
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康管理に努める。 

  

３．医学知識と問題対応能力 

最新の医学及び医療に関する知識を獲得し、自らが直面する診療上の問題について、科学

的根拠に経験を加味して解決を図る。  

①頻度の高い疾患について、適切な臨床推論のプロセスを経て、鑑別診断と初期対応を

行う。  

②患者情報を収集し、最新の医学的知見に基づいて、患者の意向や生活の質に配慮した

臨床決断を行う。  

③保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画を立案し、実行する。  

④高度な専門医療を要する場合には適切に連携する。  

 

４．診療技能と患者ケア 

臨床技能を磨き、患者の苦痛や不安、考え・意向に配慮した診療を行う。  

①患者の健康状態に関する情報を、心理・社会的側面を含めて、効果的かつ安全に収集

する。  

②診察・検査の結果を踏まえ、一口腔単位の診療計画を作成する。  

③患者の状態やライフステージに合わせた、最適な治療を安全に実施する。  

④診療内容とその根拠に関する医療記録や文書を、適切かつ遅滞なく作成する。 

  

５．コミュニケーション能力  

患者の心理・社会的背景を踏まえて、患者や家族と良好な関係性を築く。  

①適切な言葉遣い、礼儀正しい態度、身だしなみで患者や家族に接する。  

②患者や家族にとって必要な情報を整理し、分かりやすい言葉で説明して、患者の主体

的な意思決定を支援する。  

③患者や家族のニーズを身体・心理・社会的側面から把握する。 

  

６．チーム医療の実践  

医療従事者をはじめ、患者や家族に関わる全ての人々の役割を理解し、連携を図る。  

①歯科医療の提供にあたり、歯科衛生士、歯科技工士の役割を理解し、連携を図る。  

②多職種が連携し、チーム医療を提供するにあたり、医療を提供する組織やチームの目

的、チームの各構成員の役割を理解する。  

③医療チームにおいて各構成員と情報を共有し、連携を図る。 

  

７．社会における歯科医療の実践  

医療の持つ社会的側面の重要性を踏まえ、各種医療制度・システムを理解し、地域社会
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に貢献する。  

①健康保険を含む保健医療に関する法規・制度の目的と仕組みを理解する。  

②地域の健康問題やニーズ把握など、公衆衛生活動を理解する。  

③予防医療・保健・健康増進に努める。  

④地域包括ケアシステムを理解し、その推進に貢献する。  

⑤災害や感染症パンデミックなどの非日常的な医療需要について理解する。 

  

８．科学的探究 

医学及び医療における科学的アプローチを理解し、学術活動を通じて、医学及び医療の発

展に寄与する。  

①医療上の疑問点に対応する能力を身に付ける。  

②科学的研究方法を理解し、活用する。  

③臨床研究や治験の意義を理解する。 

  

９．生涯にわたって共に学ぶ姿勢  

医療の質の向上のために省察し、他の歯科医師・医療者と共に研鑽しながら、後進の育成

にも携わり、生涯にわたって自律的に学び続ける。  

①急速に変化・発展する医学知識・技術の吸収に努める。  

②同僚、後輩、歯科医師以外の医療職と互いに教え、学びあう。  

③国内外の政策や医学及び医療の最新動向（薬剤耐性菌等を含む）を把握する。 

 

C. 基本的診療業務 

１． 基本的診療能力等  

本項目は、「B. 資質・能力」のうち、「２．歯科医療の質と安全の管理」「３．医学知識と

問題対応能力」「４．診療技能と患者ケア」「５．コミュニケーション能力」に相当する具

体的な到達目標を示す。 

  

(1) 基本的診察・検査・診断・診療計画  

① 患者の心理的・社会的背景を考慮した上で、適切に医療面接を実施する。 

 （初診時医療面接、再診時医療面接など） 

② 全身状態を考慮した上で、顎顔面及び口腔内の基本的な診察を実施し、診察所見を解釈

する。  

 （口腔内診察、頭頸部診察、各種臨床検査の必要性の判断、診察所見の解釈など） 

③ 診察所見に応じた適切な検査を選択、実施し、検査結果を解釈する。 

 （エックス線検査、咬合検査、顎運動検査、咀嚼能力検査、歯周組織検査、歯髄電気診、

口腔機能低下症の検査等の実施、検査結果の解釈など） 
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④ 病歴聴取、診察所見及び検査結果に基づいて歯科疾患の診断を行う。 

 （担当患者の診断に関する口頭試問、カンファレンスへの参加など） 

⑤ 診断結果に基づき、患者の状況・状態を総合的に考慮した上で、考え得る様々な一口腔

単位の診療計画を検討し、立案する。 

 （治療計画に関するカンファレンス参加、プロトコール作成など） 

⑥ 必要な情報を整理した上で、わかりやすい言葉で十分な説明を行い、患者及び家族の意

思決定を確認する。 

 （患者への病状説明、インフォームドコンセント、セカンドオピニオンへの理解、同意

書の取得など） 

① ～⑥を一連で実施：初診および再診患者に対して 20 症例以上。 

 

(2) 基本的臨床技能等  

① 歯科疾患を予防するための口腔衛生指導、基本的な手技を実践する。 

（口腔衛生指導、歯科衛生士への実地指導指示、フッ化物の塗布、PMTC、 

歯冠研磨など）10 症例以上。 

② 一般的な歯科疾患に対応するために必要となる基本的な治療及び管理を実践する。 

a.歯の硬組織疾患： 

・コンポジットレジン修復（う蝕歯質除去、形成、充填、咬合調整、研磨の一連） 

・インレー修復（う蝕歯質除去、形成、印象、咬合調整、研磨、合着の一連） 

合わせて 10 症例以上。 

b.歯髄疾患： 

 ・覆髄 

・抜髄（浸潤麻酔、う蝕歯質除去、ラバーダム防湿、髄室開拡、天蓋除去、根管口明示、

根管拡大、貼薬、根管充填の一連） 

・感染根管処置（う蝕歯質除去、ラバーダム防湿、根管口明示、根管拡大、貼薬、根管

充填の一連） 

合わせて 10 症例以上。 

c.歯周病  

〈歯周基本治療〉 

・スケーリング・ルートプレーニング 5 症例以上。 

・TBI、咬合調整、暫間固定 各 1 症例以上。 

d.口腔外科疾患  

 （膿瘍切開・消炎処置、単純抜歯・縫合処置）合わせて 5 症例以上。 

e.歯質と歯の欠損  

 ・クラウンブリッジ補綴（概形印象、スタディモデル作成、歯肉圧排、支台歯形成、精

密印象、プロビジョナルレストレーション作製、咬合採得、
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補綴物調整、仮着、合着の一連）5 症例以上。 

 ・可撤性有床義歯作製（概形印象、スタディモデル作成、精密印象、咬合採得、試適、

装着、調整の一連）5 症例以上。 

f.口腔機能の発達不全、口腔機能の低下  

 （口腔機能管理・訓練実施など）２症例以上。 

③ 基本的な応急処置を実践する。 

 （急性症状、修復物脱離、義歯破損への対応など） 

④ 歯科診療を安全に行うために必要なバイタルサインを観察し、全身状態を評価する。 

（生体管理モニターの患者への装着 （非観血的血圧測定、パルスオキシメーターによる

測定、簡易心電図の測定）および測定結果を踏まえた全身状態の評価）3 症例以上。 

⑤ 診療に関する記録や文書（診療録、処方せん、歯科技工指示書、診療情報提供書など）

を作成する。 

（診療録、処方せん、歯科技工指示書、診療情報提供書などを作成する） 

⑥ 医療事故の予防に関する基本的な対策について理解し、実践する。 

（指導歯科医が提示した症例に対し、当該症例のインシデントレポートを記載の上指導歯

科医に説明を行い、報告の意義を理解する。また、日常臨床において、医療事故の予防

策を実践する。） 

 

(3) 患者管理  

① 歯科治療上問題となる全身的な疾患、服用薬剤等について説明する。 

（問題となる基礎疾患・薬剤を挙げて、歯科治療に及ぼす影響を患者に説明若しくは文書

提供をもって 1 症例とする。）5 症例以上。 

② 患者の医療情報等について、必要に応じて主治の医師等と診療情報を共有する。 

 （関連医療機関との診療情報の共有など）1 症例以上。 

③ 全身状態に配慮が必要な患者に対し、歯科治療中にバイタルサインのモニタリングを行

う。 

（生体管理モニターを装着して歯科治療を行う患者の治療中のモニタリング）3 症例以上。 

④ 歯科診療時の主な併発症や偶発症への基本的な対応法を実践する。 

 （軟組織の損傷への対応、誤飲・誤嚥への対応、BLS の実施（シミュレーターでも可）、

バイタルサインの解釈、全身状態の評価など）1 症例以上。 

⑤ 入院患者に対し、患者の状態に応じた基本的な術前・術後管理及び療養上の管理を実践

する。 

 （担当入院患者に療養上の留意事項を説明し、周術期口腔機能管理を行う） 

 （周術期口腔機能管理として口腔衛生の維持、栄養管理（経管栄養・経口栄養）、リハビ

リテーション（開口訓練など）を指導・介助）1 症例以上。 
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(4) 患者の状態に応じた歯科医療の提供  

① 妊娠期、乳幼児期、学齢期、成人期、高齢期の患者に対し、各ライフステージに応じた 

総合診療計画の立案を行い、それに応じた予防管理・口腔機能管理を実施する。 

 （患者のライフステージに応じた総合診療計画の立案など） 

② 各ライフステージ及び全身状態に応じた歯科医療を実践する。  

 （妊娠期、乳幼児期、学齢期、成人期、高齢期の患者に応じた歯科医療を実践する） 

③ 在宅療養患者等に対する訪問歯科診療を経験する。 

 （明海大学歯学部付属病院の指導歯科医とともに、介護施設への訪問歯科診療に同行し、 

口腔衛生管理や歯科治療を実践する）1 症例以上。 

④ 障害を有する患者への対応を実践する。 

（障がい者歯科診療の介助を行う）1 症例以上。 

 

２．歯科医療に関連する連携と制度の理解等  

本項目は、関連する「B. 資質・能力」「６． チーム医療の実践」「７． 社会における歯科

医 療の実践」に相当する具体的な到達目標を示す。  

 

(1) 歯科専門職間の連携  

① 歯科衛生士の役割を理解し、予防処置や口腔衛生管理等の際に連携を図る。 

 （歯科衛生士との協働など） 

② 歯科技工士の役割を理解し、適切に歯科技工指示書を作成するとともに、必要に応じて

連携を図る。  

 （歯科技工指示書の作成と歯科技工士への依頼など） 

③ 多職種によるチーム医療について、その目的、各職種の役割を理解した上で、歯科専門

職の役割を理解し、説明する。 

 （多職種連携による口腔ケア、栄養サポートチーム（NST）への参加など） 

 

(2) 多職種連携、地域医療  

① 地域包括ケアシステムについて理解し、説明する。 

 （地域包括支援センターのレクチャー、見学など）  

② 地域包括ケアシステムにおける歯科医療の役割を説明する。 

（在宅歯科医療、地域歯科医療についてのレクチャー、見学など） 

③ 在宅療養患者や介護施設等の入所者に対する介護関係職種が関わる多職種チームにつ

いて、チームの目的を理解し、参加する。1 症例以上。 

 （多職種連携による口腔ケア、栄養サポートチーム（NST）、高齢者福祉施設への訪問歯

科診療などへの参加など） 

④ 訪問歯科診療の実施にあたり、患者に関わる医療・介護関係職種の役割を理解し、連携
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する。1 症例以上。 

 （訪問歯科診療での医療・介護関連職種との連携など） 

⑤がん患者等の周術期等口腔管理において、その目的及び各専門職の役割を理解した上で、

多職種によるチーム医療に参加し、基本的な口腔機能管理を経験する。1 症例。 

（周術期口腔機能管理を通じて、医師や看護師などと連携を図り、チーム医療に参加す

る） 

⑥歯科専門職が関与する多職種チーム（例えば栄養サポートチーム、摂食嚥下リハビリテ

ーションチーム、口腔ケアチーム等）について、その目的及び各専門職の役割を理解し

た上で、チーム医療に参加し、関係者と連携する。1 症例以上。 

 （多職種連携による口腔ケア、栄養サポートチーム（NST）、ICT（感染制御チーム）、高

齢者福祉施設への訪問歯科診療に参加など） 

⑦入院患者の入退院時における多職種支援について理解し、参加する。1 症例以上。 

 （退院支援チームへの参加など） 

 

(3) 地域保健  

① 地域の保健・福祉の関係機関、関係職種を理解し、説明する。  

 （セミナーへの参加、保健所での見学など） 

② 保健所等における地域歯科保健活動を理解し、説明する。 

 （セミナーへの参加、保健所での見学など） 

③ 保健所等における地域歯科保健活動を経験する。  

 （セミナーへの参加、保健所における地域歯科保健活動を経験し、適宜介助する） 

④ 歯科健診を経験し、地域住民に対する健康教育を経験する。 

 （学校歯科健診・乳幼児健診への参加など） 

 

(4) 歯科医療提供に関連する制度の理解 

① 医療法や歯科医師法をはじめとする医療に関する法規及び関連する制度の目的と仕組

みを理解し、説明する。  

 （歯科に関連する法律などについて、セミナーを受講後レポートを提出する） 

② 医療保険制度を理解し、適切な保険診療を実践する。 

（医療保険制度に関するセミナーへの参加、保険医療への参加、保険点数の算定など） 

③ 介護保険制度の目的と仕組みを理解し、説明する。 

 （介護保険制度に関するセミナーを受講後、レポートを提出する） 

 

 

１０．必要症例数・目標症例数 

①歯科医師臨床研修の到達目標を達成するため研修歯科医１人当たりに必要な症例数 
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（合計）：96 症例 

②研修期間中に経験することを目標とする研修歯科医１人当たり症例数(目標症例数) 

（合計）：192 症例 （各項目の必要症例数の２倍とする） 

 


